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表紙

上記事項につきましては、法令及び当社定款第15条の規定に基づき、書面交付請求を
いただいた株主様に対して交付する書面（電子提供措置事項記載書面）への記載を省
略しております。

第46回定時株主総会招集ご通知に際しての
電 子 提 供 措 置 事 項

業務の適正を確保するための
体制及び当該体制の運用状況
連結株主資本等変動計算書
連結計算書類の連結注記表
株 主 資 本 等 変 動 計 算 書
計 算 書 類 の 個 別 注 記 表

（2025年４月１日から2026年３月31日まで）

ピー・シー・エー株式会社
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業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
イ. 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務並びに

当社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するための体制の概要
(Ａ) 当社の取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

①　職務の執行に係る文書その他の情報（以下、職務執行情報という。）につき、当社文書管理規程、機密情報管
理規程、個人情報管理規程及びそれに関する各マニュアル、細則及び社内通達（以下、文書管理規程等とい
う。）に従い適切に保存及び管理（廃棄を含む。）の運用を実施し、必要に応じて運用状況の検証、各規程等の
見直し等を行う。職務執行情報には、株主総会議事録、取締役会議事録、計算書類、稟議書、その他取締役会が
決定する書類、文書管理規程で定めた重要書類を含むものとする。

②　職務執行情報は電子文書形式で記録するとともに必要な情報保護策を付してデータベース化し、当該各文書等
の存否及び保存状況を直ちに検索可能とする体制を構築する。

③　前①②に係る事務は、コーポレート本部長が所管し、①の検証・見直しの経過、②のデータベースの運用・管
理について、定期的に取締役会に報告する。

④　取締役が職務の執行に関連して受発信する電子メールは、受発信後５年間保存する。
⑤　代表取締役は、取締役及び使用人に対して、文書管理規程等に従って、文書の保存及び管理（廃棄を含む。）

を適正に行うように指導するものとする。
(Ｂ) 当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

①　当社は、リスクを早期に発見しその発生を防ぐために、「リスク及び緊急事態管理規程」を制定し、事業活動
に関するリスクを的確に把握し、リスク発生の未然防止を図る。

②　リスク管理の実施状況については、代表取締役社長を委員長とする「リスク管理委員会」を設置し、平常時及
び緊急時におけるリスク管理の実施状況の確認を行う。

③　当社は、代表取締役に直属する部署として、内部監査室を設置し、代表取締役が任命した者にその職務を管掌
させるとともに、内部監査を補助する専門性のある実施担当者を配置し、実効性を確保する。

④　内部監査室は、内部監査規程に基づき、定期的に業務監査実施項目及び実施方法を検討し、監査実施項目に漏
れがないか否かを確認し、監査方法の改訂を行う。

⑤　内部監査室は、法令定款違反その他の事由に基づき損失の危険のある業務執行行為が発見された場合の通報体
制として、発見された危険の内容及びそれがもたらす損失の程度等について、直ちに代表取締役を委員長とする
リスク管理委員会及び担当部署に通報される体制が適切に構築・運用されていることを監査する。

⑥　内部監査室の情報収集を容易とするために、内部監査室の存在意義を使用人に周知徹底し、損失の危険につな
がると思われる事象等を認識した場合には、適宜、内部監査室に報告するよう指導する。

⑦　内部監査室は、取締役及び使用人に対して、当社グループ及び他社で重大な不祥事、事故が発生した場合等に
おいては、速やかに必要な研修を実施する。

(Ｃ) 当社の取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制
①　コーポレート本部、事業本部、開発本部を設置し、取締役会において、各本部を担当し、職務執行する本部長

（一部役員兼務）を任命する。
②　取締役会は、取締役の職務の効率性を確保するために、取締役の合理的な職務分掌、決裁権限、チェック機能

に関する規定を備えた権限規程を定める。
③　取締役会は、合理的な経営方針の策定と全社的な重要事項についての検討をする経営執行会議、及び部門横断

的な重要事項についての検討をする部長会等を設置する。
④　代表取締役は、各部門間の連携が確保され、効率的に運用されていることを確認するための連絡会議（月曜会

議）を開催する。
⑤　代表取締役は、社外取締役、社外監査役等から定期的に取締役の職務執行の効率を改善するためのアドバイス

を受け、必要に応じて改善プロジェクト・チームを設置する。
(Ｄ) 当社の取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

①　コンプライアンスの確保のための知識と経験を有する社外取締役及び社外監査役を選任する。
②　当社の取締役及び使用人に法令等はもとより、定款及び会社の社是・経営理念・行動規範（以下、コンプライ

アンス基本規範という。）の遵守を徹底するため、コーポレート本部長の責任のもと、社外取締役及び社外監査
役他のアドバイスを受け、コンプライアンスに対する意識向上の徹底を図る。

③　当社の取締役及び使用人が法令等・コンプライアンス基本規範に違反する行為を発見した場合の報告体制とし
て、コーポレート本部長が指名する者、常勤監査役及び顧問弁護士への匿名での報告制度を含む内部通報制度を
構築する。

④　各本部を担当し、職務執行する役員は、担当部署における法令等・コンプライアンス基本規範の遵守状況を管
理・監督し、使用人に対して時宜に応じた適切な研修体制を構築する。

⑤　各本部を担当し、職務執行する役員は、法令等・コンプライアンス基本規範の遵守徹底を図るべく、担当部署
にコンプライアンス責任者その他必要な人員を配置するとともに、使用人に対し、内部通報規程（ガイドライ
ン）及び内部通報相談窓口の周知徹底を図る。
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業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

(Ｅ) 当社及び当社の子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
・当社グループにおける内部統制システムについては、当社の内部統制システムを共通の基盤としながら、各子会

社の特性・規模等を踏まえた上で、適切に構築するものとする。
・当社グループの各代表取締役は、各社の内部統制システムの構築及び運用の権限と責任を負う。
・コーポレート本部長は、関係会社管理規程に基づき、定期的に各子会社の経営状態及び業務執行についての報告

を受けるものとする。
・内部監査室長は、当社の内部監査のほか、子会社の内部監査部門又はこれに相当する部署と連携を図り、グルー

プ監査を実施する。
① 子会社の取締役等の業務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制

⒜ 当社は、子会社の取締役及び当社の取締役または使用人に子会社の取締役を兼任させた者に、月１回、子
会社の取締役会において、経営状態及び業務執行等の重要な情報を取得させ、当社及び経営企画室長に定
期的に報告させるものとする。

⒝ 当社は、当社の取締役会及び経営執行会議等の重要な会議体において、各子会社の代表取締役に、各子会
社における前 ⒜ の重要な情報について、報告させるものとする。

② 子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
⒜ 当社は、当社のリスク及び緊急事態管理規程に基づき、各子会社において適切なリスク管理の規程を整備

した上で、当社グループ全体でのリスク管理体制を構築する。
⒝ 各子会社は、損失の危険を把握した場合には、直ちに認識または発見された損失の危険の内容、発生する

損失の程度及び当社に対する影響等について、当社のリスク管理委員会に報告される体制を構築する。
③ 子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

⒜ 当社は、当社グループ経営の適切かつ効率的な運営に資するため、当社グループの年度計画及び中期経営
計画を策定する。

⒝ 当社は、各子会社の特性・規模等を踏まえた上で適切に、当社の取締役の職務の遂行が効率的に行われる
ことを確保するための体制（前記 (Ｃ)）に準拠した体制を構築させるものとする。

④ 子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
⒜ 当社は、子会社各社においても、法令及び定款等の遵守を徹底するため、各子会社の代表取締役を責任役

員として、その責任のもと、コンプライアンスに対する意識向上の徹底を図らせるものとする。
⒝ 当社は、各子会社の特性・規模等を踏まえた上で適切に、当社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及

び定款に適合することを確保するための体制（前記 (Ｄ)）に準拠した体制を構築させるものとする。
(Ｆ) 当社の監査役の職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

① 監査役の職務を補助する監査役会事務局を設置し、人員配置する。
② 前①の具体的な内容については、監査役との適正な意思疎通に基づき、コーポレート本部長その他の関係各方

面の意見を十分に考慮して、検討する。
(Ｇ) 監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項及び使用人に関する監査役の指示の実効性

の確保に関する事項
① 監査役の職務を補助すべき使用人の人事考課については常勤監査役が行い、異動及び懲戒については監査役会

の同意を必要とする。
② 監査役会事務局の使用人は、当社の業務執行にかかる役職を兼務しない。
③ 監査役の職務を補助すべき使用人は、監査役から命じられた職務に関しては、取締役及び当該使用人の属する

組織等の者の指揮命令を受けないものとする。
(Ｈ) 当社の監査役への報告に関する体制

① 当社の取締役及び使用人が監査役に報告するための体制
⒜ 取締役及び使用人は、監査役会の定めるところに従い、各監査役の要請に応じて必要な報告をする。
⒝ 前 ⒜ の報告事項として、主なものは次のとおりとする。

・当社の内部統制システム構築に関わる部門の活動状況
・当社の子会社等の監査役及び内部監査部門の活動状況
・当社の重要な会計方針、会計基準及びその変更
・業績及び業績見込の発表内容、重要開示書類の内容
・コンプライアンス及びリスク情報に関する内容
・内部通報制度の運用及び通報の内容

⒞ 監査役は経営執行会議、その他重要な会議に出席することができる。
② 子会社の取締役、監査役、業務を執行する社員及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役

に報告するための体制
　子会社の取締役、監査役、業務を執行する社員及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者は、当社の監査
役会の定めるところに従い、前①と同様に、当社の監査役に報告をするものとする。
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業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

(Ｉ) 当社の監査役へ報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体
制

① 当社は、当社の監査役に当該報告を行った者に対し、「内部通報規程」に基づき、報告を行ったことを理由と
するいかなる不利益な取扱いを行うことも禁止している。

② 監査役は、当該報告を行った者が特定される事項については、取締役会等への報告義務は負わない。
(Ｊ) 当社の監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

① 当社は監査役がその職務の執行について、当社に対し費用の前払い等の請求をした時は、当該請求に係る費用
又は債務が当該監査役の職務の執行に必要でないことを証明できる場合を除き、速やかに当該費用または債務を
処理する。

② 当社は監査役の職務の執行について生ずる費用等について、毎年、一定額の予算を設ける。
(Ｋ) その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

①　監査体制の実効性を高めるため、当社の常勤監査役を責任者として、内部監査室及び各子会社監査役を委員と
する監査連絡会を設置する。

②　監査連絡会は、監査役の職務を補助する部署（監査役会事務局）の設置に関する件、当社グループの監査体制
と内部統制システムの体制との調整を図る。

③　監査役は、内部監査室が実施する内部監査に関する年次計画について事前に説明を受け、修正を求めることが
できる。又、内部監査の実施状況について適宜報告を受け、必要があると認めるときは、追加監査の実施、業務
改善策の策定を求めることができる。

④　監査役は、会計監査人及び内部監査室とそれぞれ定期的な意見交換を行い、効率的で実効性のある監査を実施
する。

⑤　代表取締役は、取締役又は使用人が監査役に報告しないなど、監査活動に非協力的な場合、当該取締役につい
ては、善管注意義務違反等により懲戒するべき旨を取締役会に勧告し、当該使用人については、懲戒するべき旨
の規程に基づき適切に処分する。

ロ. 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
　内部統制システムの運用状況については、まず、2025年５月度の取締役会において、前事業年度内の内部統制の
運用状況が報告され、内部統制報告書として、同６月度取締役会での承認決議を受けております。そして、内部統制
システムに基づく2026年３月期内部統制評価の基本方針・計画案が、コーポレート本部内で独立した立場で統制運
用に携わる内部統制担当者より取締役会にて報告、了承され、同期の運用が行われました。また、当社グループの監
査役、内部監査室、内部統制担当は連携し、定期的（毎月）に「監査連絡会」を催し、内部統制運用状況を含むグル
ープ内の管理統制状況を適宜報告し、適切な運用に努めております。更に、内部監査室は当該運用確認を含む内部監
査の報告を、定例取締役会に適宜報告し、当該状況の役員による把握に資しております。また、リスク管理に関して
は、「リスク及び緊急事態管理規程」に基づき、代表取締役を委員長とする「リスク管理委員会」により、適切な対
応に努めております。
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連結株主資本等変動計算書

（2025年 4 月 1 日から
2026年 3 月31日まで）

株　主　資　本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 890 1,973 16,058 △866 18,055

当期変動額

剰余金の配当 △1,744 △1,744
親会社株主に帰属する
当期純利益 2,355 2,355

自己株式の取得 △0 △0

非支配株主との取引に
係る親会社の持分変動 △0 △0

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

当期変動額合計 － △0 610 △0 610

当期末残高 890 1,972 16,669 △866 18,665

その他の包括利益累計額
株式引受権 非支配株主持分 純資産合計その他有価証券

評価差額金
その他の包括利益

累計額合計
当期首残高 987 987 125 114 19,283

当期変動額

剰余金の配当 △1,744
親会社株主に帰属する
当期純利益 2,355

自己株式の取得 △0

非支配株主との取引に
係る親会社の持分変動 △0

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） △794 △794 18 △64 △840

当期変動額合計 △794 △794 18 △64 △230

当期末残高 192 192 143 50 19,052

連結株主資本等変動計算書

（単位：百万円）

（単位：百万円）
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連結注記表

連結注記表
１. 連結計算書類作成のための基本となる重要な事項

(1) 連結の範囲に関する事項
① 連結子会社の状況

連結子会社の数 6社
連結子会社の名称 株式会社ケーイーシー

クロノス株式会社
株式会社ドリームホップ
飯田橋クロスパートナーズ株式会社
ICP－１号投資事業有限責任組合
株式会社タイレルシステムズ

2025年４月１日付でICP－１号投資事業有限責任組合の新規設立に伴い、連結
の範囲に含めております。
2025年８月18日付で株式会社タイレルシステムズの株式を取得し、連結の範囲
に含めております。みなし取得日を2025年9月30日としていることから、当連
結会計年度においては、2025年10月１日から2026年３月31日までの6か月間
を連結しております。

② 非連結子会社の状況
非連結子会社の数 1社
非連結子会社の名称 Tyrell Systems Sdn. Bhd.
(連結の範囲から除いた理由)
　非連結子会社は小規模であり、総資産、売上高、当期純損益及び利益剰余金等は、連結計算書類に重要な影
響を及ぼさないため、連結の範囲から除外しております。

(2) 持分法の適用の範囲に関する事項
① 持分法を適用した非連結子会社又は関連会社の状況

　該当事項はありません。
② 持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社の状況

持分法を適用していない非連結子会社の数 1社
持分法を適用していない非連結子会社の名称 Tyrell Systems Sdn. Bhd.
(持分法を適用しない理由)
　非連結子会社は小規模であり、当期純損益及び利益剰余金等は、連結計算書類に重要な影響を及ぼさないた
め、持分法の適用範囲から除外しております。

(3) 連結子会社の事業年度等に関する事項
　ICP－１号投資事業有限責任組合の決算日は１月31日であります。連結計算書類の作成にあたっては、３月
31日現在で実施した仮決算に基づく計算書類を使用しております。

(4) 会計方針に関する事項
① 重要な資産の評価基準及び評価方法

有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券………………償却原価法（定額法）
その他有価証券

市場価格のない株式等
　　　　　以外のもの…………決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により

処理し、売却原価は移動平均法により算定）
市場価格のない株式等…………移動平均法による原価法
投資事業有限責任組合等への出資
　　　　　　　　　　…………入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法に

よっております。
棚卸資産の評価基準及び評価方法

商品、製品及び原材料：主として移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切
下げの方法により算定）
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② 重要な固定資産の減価償却の方法
有形固定資産：建物（建物附属設備を除く）：定額法

建物以外　　　　　　　　　：定率法
2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法によっておりま
す。

無形固定資産
市場販売目的のソフトウェア……見込販売数量に基づく償却又は販売可能な見込有効期間（３年以内）に基

づく定額法
自社利用のソフトウェア…………社内における利用可能期間（５年以内）に基づく定額法

リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロ
とする定額法によっております。

③ 重要な引当金の計上基準
貸倒引当金

売上債権等の貸倒損失に備えるため、下記の区分に応じそれぞれの金額を計上しております。
一般債権………………………………貸倒実績率により、回収不能見込額を計上しております。
貸倒懸念債権及び破産更生債権等…個別債権の回収可能性を考慮した、回収不能見込額を計上しておりま

す。
賞与引当金
　従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当連結会計年度に対応する金額を計上しております。
役員賞与引当金
　役員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当連結会計年度に対応する金額を計上しております。
役員退職慰労引当金
　一部の連結子会社では、役員の退職金支給に備えるため、役員退職金支給内規に基づき、期末要支給額を計
上しております。

④ 退職給付に係る会計処理の方法
　従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しておりま
す。

・退職給付見込額の期間帰属方法
　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法について
は、給付算定式基準によっております。
・数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
　数理計算上の差異及び過去勤務費用については、発生時に一括費用処理しております。
・一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給

額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
⑤ 重要な収益及び費用の計上基準

　当社グループは、オンプレミスのソフトウェア製品及び商品等の販売、クラウド及び保守サービスの提供な
どの事業を主に行っております。
　当社グループの主要な事業における主な履行義務の内容及び収益を認識する時点は以下のとおりでありま
す。
A.ソフトウェア製品及び商品等の販売
　オンプレミスのソフトウェア製品販売については、顧客との契約に基づき、会計ソフトなどのライセンスを
供与する義務を負っており、これらに関する業務を履行義務と識別しております。当該ライセンスの性質は使
用権であり、ライセンスの引渡時に収益を認識しております。
　専用帳票等の商品及び他社商品の販売については、顧客との契約に基づき、商品等の引渡しを行う義務を負
っており、これらに関する業務を履行義務と識別しております。当該商品等の販売については、国内販売であ
り、出荷時から当該商品等の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間であるため、「収益認識に関
する会計基準の適用指針」第98項に定める、重要性等に関する代替的な取扱いを適用し、商品等を出荷した
時点で収益を認識しております。
B.クラウド・保守サービスの提供
　クラウド・保守サービスについては顧客との契約に基づき、契約期間にわたりサービスを提供する義務を負
っており、これらに関する業務を履行義務と識別しております。クラウド・保守サービスについては、契約期
間中、常に財又はサービスが利用可能であり、当該履行義務が時の経過にわたり充足されるため、契約期間に
応じて期間按分し、収益を認識しております。
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有形固定資産の減価償却累計額 2,292百万円

株 式 の 種 類 当連結会計年度期首の株式数 当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末の株式数

普 通 株 式 22,000千株 － － 22,000千株

株 式 の 種 類 当連結会計年度期首の株式数 当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末の株式数

普 通 株 式 1,948千株 0千株 － 1,948千株

・配当金の総額 1,744百万円
・１株当たり配当額 87円00銭
・基準日 2025年 3 月31日
・効力発生日 2025年 6 月23日

・配当金の総額 1,904百万円
・１株当たり配当額 95円00銭
・基準日 2026年 3 月31日
・効力発生日 2026年 6 月25日
・配当の原資 利益剰余金

普通株式 94千株

　収益を認識する金額は、製品又はサービス等と交換に権利を得ると見込んでいる対価を反映した金額として
います。取引の対価は、主に受注時から履行義務を充足するまでの期間における前受金の受領又は履行義務充
足後の支払を要求しております。履行義務充足後の支払は、履行義務の充足時点から一年以内に行われ、重要
な金融要素は含んでおりません。
　また、代理人取引に該当する他社商品の販売は、受け取る対価の総額から仕入先に対する支払額を差し引い
た純額で売上高を認識しております。

⑥ のれんの償却方法及び償却期間
　のれんの償却については、効果の発現する期間を合理的に見積り、当該期間（５年）にわたり、均等償却し
ております。

２. 会計上の見積りに関する注記
　該当事項はありません。

3. 連結貸借対照表に関する注記

4. 連結株主資本等変動計算書に関する注記
(1) 発行済株式の総数に関する事項

(2) 自己株式の数に関する事項

(3) 剰余金の配当に関する事項
① 配当金支払額等

2025年６月20日開催の第45回定時株主総会決議による配当に関する事項

② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌期になるもの
2026年６月24日開催の第46回定時株主総会において次のとおり付議いたします。

(4) 株式引受権に関する事項
当連結会計年度末の株式引受権に係る株式の種類及び総数
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連結貸借対照表計上額 時価 差額

有価証券及び投資有価証券

満期保有目的の債券 1,857 1,823 △34

その他有価証券 359 359 －

資産計 2,216 2,182 △34

該当事項はありません － － －

負債計 － － －

連結貸借対照表計上額

非上場株式 2

投資事業有限責任組合への出資等 434

5. 金融商品に関する注記
(1) 金融商品の状況に関する事項

① 金融商品に対する取組方針
　当社グループにおける資金運用は、安全性の高い金融資産で運用しております。なお、デリバティブ取引は行
わない方針であります。

② 金融商品の内容及びそのリスク
　営業債権である受取手形及び売掛金、電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されております。有価証券及び 
投資有価証券は、主に債券等、配当収入を期待する株式の運用及び投資事業有限組合への投資ですが、発行体の
信用リスク及び市場価格の変動リスクに晒されております。営業債務である買掛金は、そのほとんどが１ヶ月以
内の支払期日であります。

③ 金融商品に係るリスク管理体制
(ⅰ) 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

　営業債権については、販売管理規程及び売掛債権管理に関しての内規に従い、営業部門並びに管理部門が主要
な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪
化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。

(ⅱ) 市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
　有価証券、投資有価証券については、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況等を把握しておりま
す。投資事業有限責任組合への出資は主に連結子会社を通しての出資であり、連結子会社において第三者の専門
家を含めた投資委員会によるモニタリングによりリスクの低減を図っております。

(ⅲ) 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
　当社は、各部署からの報告に基づき、担当部署が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の
維持などにより、流動性リスクを管理しております。

④ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含ま
れております。当該価額の算定においては、変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用すること
により、当該価額が変動することがあります。

⑤ 信用リスクの集中
　当期の連結決算日現在における営業債権のうち44.5％が特定の大口顧客に対するものであります。

(2) 金融商品の時価等に関する事項
　2026年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、市場価格のない株式等は次表には含まれておりません。

（単位：百万円）

（注）1. 「現金及び預金」「受取手形及び売掛金」「電子記録債権」「買掛金」「未払法人税等」については、短期間
で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
2. 市場価格のない株式等は、時価開示の対象としておりません。また、投資事業有限責任組合への出資について
は、連結貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合その他これに準ずる事業体への出資であるため、含めてお
りません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

（単位：百万円）
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区分
時価（百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
有価証券及び投資有価証券

その他有価証券 359 － － 359
資産計 359 － － 359

該当事項はありません － － － －
負債計 － － － －

区分
時価（百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
有価証券及び投資有価証券

満期保有目的の債券(社債) － 1,823 － 1,823
資産計 － 1,823 － 1,823

該当事項はありません － － － －
負債計 － － － －

(3) 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
　金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに分類
しております。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の
算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定に
係るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属す
るレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

①時価で連結貸借対照表に計上している金融商品
当連結会計年度（2026年３月31日）

②時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
当連結会計年度（2026年３月31日）

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
有価証券及び投資有価証券

　上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、その時価をレベ
ル１の時価に分類しております。一方で、市場での取引頻度が低く、活発な市場における相場価格とは認められな
い社債及びその他債券は、その時価をレベル２の時価に分類しております。算定にあたり重要な観察できないイン
プットを用いている場合には、レベル3の時価に分類しております。
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種類 一時点で認識する収益
（百万円）

一定期間にわたって認
識する収益
（百万円）

合計
（百万円） 構成比（％）

クラウドサービス － 10,738 10,738 62.0

保守サービス － 3,258 3,258 18.8
製品
（従来型ソフトウェア） 606 － 606 3.5

商品（帳票等） 511 － 511 3.0

その他営業収入 2,171 21 2,192 12.7

合計 3,288 14,018 17,306 100.0

当連結会計年度（期首） 当連結会計年度

（2025年４月1日） （2026年3月31日）

顧客との契約から生じた債権

　受取手形 6 1

　売掛金 2,774 3,124

　電子記録債権 1,011 1,093

契約負債

　契約負債 10,630 11,163

当連結会計年度
（2026年３月31日）

１年以内 7,311

１年超 2,867

合計 10,179

6．収益認識に関する注記
(1)顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当連結会計年度（自　2025年４月１日　至　2026年3月31日）

(2)顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結注記表「１．連結計算書類作成のための基

本となる重要な事項 (4)会計方針に関する事項 ⑤重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

(3)顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度
末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情
報

①契約資産及び契約負債の残高等

（単位：百万円）

　契約負債は、主にクラウドサービス及び保守サービスに係る顧客からの前受収益に関連するものであり、収益の認識に
伴い取り崩されます。なお、当連結会計年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、
6,996百万円であります。

②残存履行義務に配分した取引価格
　当連結会計年度末時点で未充足の履行義務に配分した取引価格の総額及び利益の認識が見込まれる期間は以下
のとおりであります。

（単位：百万円）
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連結注記表

(1) １株当たりの純資産額 940円50銭
(2) １株当たりの当期純利益 117円46銭

7. １株当たり情報に関する注記

8. 企業結合に関する注記
（取得による企業結合）
(1) 企業結合の概要

① 被取得企業の名称及びその事業の内容
被取得企業の名称　株式会社タイレルシステムズ
事業の内容　　　　ITを活用した各種サービス・事業開発
　　　　　　　　　インターネット関連 受託制作・開発等
　　　　　　　　　上記実績に基づく各種ソリューション提供
　　　　　　　　　イラスト等コンテンツ制作

② 企業結合を行った主な理由
　高い技術力及び優秀な開発人材を獲得することにより、既存事業における開発体制の強化並びに新規分野への
参入を加速し、事業拡大を図るため。

③ 企業結合日
2025年８月18日（株式取得日）
2025年９月30日（みなし取得日）

④ 企業結合の法的形式
現金を対価とする株式取得

⑤ 結合後企業の名称
変更はありません。

⑥ 取得した議決権比率
100%

⑦ 取得企業を決定するに至った主な根拠
当社が、現金を対価として株式を取得したことによります。

(2) 連結損益計算書に含まれる被取得企業の業績の期間
2025年10月１日から2026年３月31日

(3) 被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳
取得の対価　現金　200百万円
取得原価　　　　　200百万円

(4) 発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
① 発生したのれんの金額

211百万円
　なお、第２四半期及び第３四半期連結会計期間末において、取得原価の配分が完了しておらず、暫定的な会計
処理を行っておりましたが、当連結会計年度末に取得原価の配分が確定しております。この暫定的な会計処理の
確定に伴う金額の変動はありません。

② 発生原因
　取得原価が取得した資産及び引き受けた負債に配分された純額に対して超過した差額をのれんとして計上して
おります。

③ 償却方法及び償却期間
5年間にわたる均等償却
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連結注記表

9. 重要な後発事象に関する注記
（取得による企業結合）
　当社の連結子会社である㈱ケーイーシーは、2026年４月１日に㈱PRIMASの全株式を取得し完全子会社化いたしま
した。

(1) 企業結合の概要
① 被取得企業の名称及びその事業の内容

被取得企業の名称　株式会社PRIMAS
事業の内容　　　　財務経理BPO事業
　　　　　　　　　財務経理フリーランスエージェント事業
　　　　　　　　　税務フリーランスエージェント事業
　　　　　　　　　財務経理正社員紹介エージェント

② 企業結合を行った主な理由
　当社グループの基幹業務サービスとPRIMAS社の「専門人材・BPO機能」をかけ合わせることで、システム提
供のみならず実務運用までを見据えた支援体制の構築を進めてまいります。本件を通じて、グループ全体でユー
ザー様への提供価値の幅を広げ、当社グループが目指す「マネジメントサポート・カンパニー」としての基盤強
化を図ってまいります。今後も機能拡大に努め、中小・中堅企業様の基幹業務をワンストップでサポートできる
よう開発を進めてまいります。

③ 企業結合日
2026年４月１日

④ 企業結合の法的形式
現金を対価とする株式取得

⑤ 結合後企業の名称
変更はありません。

⑥ 取得した議決権比率
100%

⑦ 取得企業を決定するに至った主な根拠
当社の連結子会社である㈱ケーイーシーが現金を対価として株式を取得することによるものです。

(2) 被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳
取得の対価　現金　140百万円
取得原価　　　　　140百万円

(3) 主要な取得関連費用の内容及び金額
アドバイザリーに対する報酬等　７百万円
なお、一部が未確定であるため、暫定的な金額であります。

(4) 発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
現時点では確定しておりません。

(5) 企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
現時点では確定しておりません。

(6) 企業結合契約に規定される条件付取得対価の内容及び当連結会計年度以降の会計処理方針
① 条件付取得対価の内容

取得の対価には、条件付対価を含めておりません。条件が成立した場合、最大30百万円の条件付取得対価(アーン
アウト対価)が発生する契約であり、現時点では確定しておりません。

② 当連結会計年度以降の会計処理方針
取得対価の追加支払が発生した場合には、取得時に支払ったものとみなして取得価額を修正し、のれんの金額及
びのれんの償却額を修正することとしています。
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株主資本等変動計算書

（2025年 4 月 1 日から
2026年 3 月31日まで）

株　主　資　本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資　本
準備金

その他
資本剰余金

資本剰余金
合　計

利　益
準備金

その他利益剰余金
利益剰余金

合　計別　途
積立金

繰越利益
剰余金

当期首残高 890 1,919 55 1,975 222 2,000 11,731 13,953

当期変動額

剰余金の配当 △1,744 △1,744

当期純利益 2,049 2,049

自己株式の取得

株主資本以外の
項目の当期変動額
（純額）

当期変動額合計 － － － － － － 304 304

当期末残高 890 1,919 55 1,975 222 2,000 12,035 14,258

株　主　資　本 評価・換算差額等

株式引受権 純資産
合　計自己株式 株主資本

合　計
その他有価証
券評価差額金

評価・換算
差額等合計

当期首残高 △866 15,952 987 987 125 17,065

当期変動額

剰余金の配当 △1,744 △1,744

当期純利益 2,049 2,049

自己株式の取得 △0 △0 △0

株主資本以外の
項目の当期変動額
（純額）

△794 △794 18 △776

当期変動額合計 △0 304 △794 △794 18 △471

当期末残高 △866 16,257 192 192 143 16,594

株主資本等変動計算書

（単位：百万円）

（単位：百万円）
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個別注記表

個別注記表
１. 重要な会計方針に係る事項

(1) 資産の評価基準及び評価方法
① 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券………償却原価法（定額法）
子会社株式…………………移動平均法による原価法
その他有価証券

市場価格のない株式等
　　　　　以外のもの……………決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は、全部純資産直入法によ

り処理し、売却原価は移動平均法により算定）
市場価格のない株式等……………移動平均法による原価法
投資事業有限責任組合等への出資
　　　　　　　　　　……………入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法に

よっております。
② 棚卸資産の評価基準及び評価方法

商品及び原材料　　　：主として移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下
げの方法により算定）

(2) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産：建物（建物附属設備を除く）：定額法

建物以外　　　　　　　　　：定率法
2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法によっておりま
す。

無形固定資産
市場販売目的のソフトウェア……見込販売数量に基づく償却又は販売可能な見込有効期間（３年以内）に基づ

く定額法
自社利用のソフトウェア…………社内における利用可能期間（５年以内）に基づく定額法

リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロと
する定額法によっております。

(3) 引当金の計上基準
① 貸倒引当金

　売上債権等の貸倒損失に備えるため、下記の区分に応じそれぞれの金額を計上しております。
一般債権………………………………貸倒実績率により回収不能見込額を計上しております。
貸倒懸念債権及び破産更生債権等…個別債権の回収可能性を考慮した、回収不能見込額を計上しております。

② 賞与引当金
　従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当事業年度に対応する金額を計上しております。

③ 役員賞与引当金
　役員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当事業年度に対応する金額を計上しております。

④ 退職給付引当金
　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。

・退職給付見込額の期間帰属方法
　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給
付算定式基準によっております。
・数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
　数理計算上の差異及び過去勤務費用については、発生時に一括費用処理しております。

(4) 収益及び費用の計上基準
　当社は、オンプレミスのソフトウェア製品及び商品等の販売、クラウド及び保守サービスの提供などの事業
を主に行っております。
　当社の主要な事業における主な履行義務の内容及び収益を認識する時点は以下のとおりであります。
①ソフトウェア製品及び商品等の販売
　オンプレミスのソフトウェア製品販売については、顧客との契約に基づき、会計ソフトなどのライセンスを
供与する義務を負っており、これらに関する業務を履行義務と識別しております。当該ライセンスの性質は使
用権であり、ライセンスの引渡時に収益を認識しております。
　専用帳票等の商品及び他社商品の販売については、顧客との契約に基づき、商品等の引渡しを行う義務を負
っており、これらに関する業務を履行義務と識別しております。当該商品等の販売については、国内販売であ
り、出荷時から当該商品等の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間であるため、「収益認識に関
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個別注記表

(1) 有形固定資産の減価償却累計額 2,097百万円
(2) 関係会社に対する短期金銭債権 57百万円
(3) 関係会社に対する短期金銭債務 493百万円

売上高 311百万円
仕入高 953百万円
その他の営業取引高 29百万円
営業取引以外の取引 231百万円

株 式 の 種 類 当事業年度期首の株式数 当 事 業 年 度 増 加 株 式 数 当事業年度減少株式数 当事業年度末の株式数

普 通 株 式 1,948千株 0千株 － 1,948千株

繰延税金資産
未払事業税否認額 46百万円
賞与引当金否認額 133百万円
退職給付引当金否認額 389百万円
ソフトウェア 1,265百万円
その他 245百万円
小計 2,080百万円
評価性引当額 △165百万円

繰延税金資産合計 1,914百万円
繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 88百万円
繰延税金負債合計 88百万円
繰延税金資産の純額 1,825百万円

する会計基準の適用指針」第98項に定める、重要性等に関する代替的な取扱いを適用し、商品等を出荷した
時点で収益を認識しております。
②クラウド・保守サービスの提供
　クラウド・保守サービスについては顧客との契約に基づき、契約期間にわたりサービスを提供する義務を負
っており、これらに関する業務を履行義務と識別しております。クラウド・保守サービスについては、契約期
間中、常に財又はサービスが利用可能であり、当該履行義務が時の経過にわたり充足されるため、契約期間に
応じて期間按分し、収益を認識しております。

　収益を認識する金額は、製品又はサービス等と交換に権利を得ると見込んでいる対価を反映した金額として
います。取引の対価は、主に受注時から履行義務を充足するまでの期間における前受金の受領又は履行義務充
足後の支払を要求しております。履行義務充足後の支払は、履行義務の充足時点から一年以内に行われ、重要
な金融要素は含んでおりません。
　また、代理人取引に該当する他社商品の販売は、受け取る対価の総額から仕入先に対する支払額を差し引い
た純額で売上高を認識しております。

2. 会計上の見積りに関する注記
　該当事項はありません。

3. 貸借対照表に関する注記

4. 損益計算書に関する注記
関係会社との取引

5. 株主資本等変動計算書に関する注記
自己株式の数に関する事項

6. 税効果会計に関する注記
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因の内訳
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個別注記表

(1) １株当たりの純資産額 820円39銭
(2) １株当たりの当期純利益 102円19銭

種　類 会社等の名
称又は氏名

議 決 権 等 の
所有(被所有)
割 合

関連当事者
との関係 取引内容 取引金額 科　目 期末残高

子会社 ICP-１号投資事業
有限責任組合

（所　有）
直接　99％
間接 　１％

出資 出資 1,980 － －

種　類 会社等の名
称又は氏名

事業の内容
又は職業

議 決 権 等 の
所有(被所有)
割 合

関連当事者
との関係 取引内容 取引金額 科　目 期末残高

役員 隈元　裕

当社取締役
システムズ・

デザイン
株式会社

代表取締役

－ 当社製品の開発
及び業務委託

製品の
生産委託

電話業務委託等
925 買掛金 78

その他サービス
料の支払 211 未払金 17

7. 収益認識に関する注記
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結注記表「6．収益認識に関する注記」に記
載のとおりであります。

8. １株当たり情報に関する注記

9. 関連当事者との取引に関する注記
(1) 子会社及び関連会社等

（単位：百万円）

（注）1. 取引条件及び取引条件の決定方針等
投資事業有限責任組合との取引は、組合契約に基づき出資をしたものであります。

(2) 役員及び個人主要株主等
（単位：百万円）

（注）１. 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２. 取引条件及び取引条件の決定方針等

上記の取引については、市場価格を参考に決定しております。
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